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準備書の構成と本説明資料との対応
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今後取りまとめる準備書の目次構成（案）と本説明資料との対応は以下に示すとおり。
次ページ以降で予測・評価のポイントについて説明。

ページ本説明資料今後とりまとめる準備書の目次構成（案）

第1章 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

P3～P4１．事業の概要第2章 対象事業の目的及び内容

第3章 対象事業実施区域及びその周囲の概況

第4章 方法書についての意見と事業者の見解

P6２．環境影響評価の項目
第5章 対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及

び評価の手法

P7～P10３．大気環境6.1 大気質（粉じん等）、6.2 騒音、6.3 振動

第6章 環境影響評価
の概要

P11～P16４．水環境6.4 水質

P17～P20５．動物6.5 動物

P21～P24６．植物6.6 植物

P25～P38７．生態系6.7 生態系

P39～P44８．景観6.8 景観

P45～P49
９．人と自然との触れ合いの活

動の場
6.9 人と自然との触れ合いの活動の場

P50～P52１０．廃棄物等6.10 廃棄物等

P53１１．今後の予定

今後とりまとめる準備書の目次構成（案）と本説明資料との対応







（空白ページ）



２．環境影響評価の項目

• 大気環境、水環境、動物、植物、
生態系、景観、人と自然の触れ合
いの活動の場、廃棄物等を項目と
して選定した。

• 水質項目のうち、旧松尾鉱山に由
来するヒ素が貯水池に堆積してい
る地域特性を踏まえ、健康項目等
を選定した。
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注）1「富栄養化」とは、水に含まれる栄養分が自然状
態よりも多くなること。その様な状態になっている
か否かの判断のため窒素、リン等の水質項目で
予測評価を実施。

注）2「溶存酸素量」とは、水に溶け込んでいる酸素量
のこと。

注）3「水素イオン濃度」（ｐH）とは、酸性・アルカリ性を
示す物理量のこと。

注）4「健康項目等」とは、健康被害を生じる恐れのあ
る水質項目のこと。





大気質(粉じん等) の予測結果は、全ての地点、全ての季節(春～冬)で評価の参考値を満足した。
騒音、振動の予測結果は、全ての地点で規制基準を満足した。

３．大気環境 （2）予測結果（建設機械の稼働）
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評価の参考値注１）降下ばいじん量(t/km2/月)
主な影響要因予測地点環境要素

整合の状況基準値冬季秋季夏季春季

○

10t/km2/月

1.011.761.772.58
ダムの堤体の工事
工事用道路の設置

1.上田松屋敷集落南

大気質
(粉じん等)

○0.440.900.880.92工事用道路の設置2.妻の神鍋屋敷集落
○0.881.761.761.84補償工事3.野沢集落
○1.713.173.172.81建設発生土処理、補償工事4.柳平
○<0.01<0.01<0.01<0.01材料採取5.舟場橋
○<0.01<0.01<0.01<0.01材料採取6.都南大橋

規制基準注２）時間率騒音
レベル(LA5、dB)

時間区分地域の区分主な影響要因予測地点環境要素
整合の状況基準値

○

85ｄB

83

昼間
(7～19時)

第1号区域

ダムの堤体の工事
工事用道路の設置
施工設備の設置

1.上田松屋敷集落

騒音
○74工事用道路の設置2.妻の神鍋屋敷集落
○72補償工事3.野沢集落
○80建設発生土処理、補償工事4.柳平
○76材料採取5.舟場橋
○78材料採取6.都南大橋

規制基準注３）振動レベル
（L10、dB）

時間区分地域の区分主な影響要因予測地点環境要素
整合の状況基準値

○

75ｄB

53

昼間
(7～19時)

第1号区域

ダムの堤体の工事
工事用道路の設置
施工設備の設置

1.上田松屋敷集落

振動
○50工事用道路の設置2.妻の神鍋屋敷集落
○32補償工事3.野沢集落
○51建設発生土処理、補償工事4.柳平
○24材料採取5.舟場橋
○26材料採取6.都南大橋

注１）スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律の施行について(平成2年環大自第84号 環境庁大気保全局長通達)の「生活環境を保持することが必要な地域の指標」を参考に10ｔ/km2/月とした。
注２）騒音規制法第15条に基づく特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準に示される特定建設作業に係る騒音の規制基準値とした。
注３）振動規制法施行規則第11条における特定建設作業に係る振動の規制基準値とした。
※ 表中の「〇」は、基準との整合が図れていることを、表中の「×」は基準との整合が図れていないことを示す。

表3-2 建設機械の稼働に伴う大気質(粉じん等)、騒音、振動の予測結果





【環境保全措置】大気環境については、基準又は目標値を満足する、または既に基準を超過して
いる地点では影響は極めて小さいと予測されたが、事業による影響の回避・低減の視点から、
表3-5に示す環境保全措置を実施する。

【評価の結果】これらから、大気環境に係る環境影響が事業者により実行可能な範囲内でできる
限り回避又は低減されていると判断する。また、基準・目標との整合は概ね図られている。

３．大気環境 （4）環境保全措置、評価の結果
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評価の結果
環境保全措置と
併せて実施する

対応
環境保全措置環境要素影響要因

建設機械の稼働に係る粉
じん等・騒音・振動、及び工
事用車両の運行に伴う騒
音・振動について調査、予測
を実施し、その結果を踏まえ、
環境保全措置の検討を行い、
粉じん等・騒音・振動の発生
を低減することとした。

これにより、粉じん等・騒
音・振動に係る環境影響が
事業者により実行可能な範
囲内でできる限り回避又は
低減されていると判断する。

また、基準・目標との整合
は概ね図られている。

・工事用道路走行
時の規定速度の
遵守。

・工事等において、必要に応じて散水
・排出ガス対策型建設機械を採用
・工事区域の出口において工事用車両の
タイヤの洗浄

大気質
（粉じん等）

建設機械の
稼働

・低騒音型建設機械を採用
・低騒音の工法を採用

騒音

・低振動型建設機械を採用
・低振動の工法を採用

振動

・特定の時間帯の工事用車両の集中を避
ける等、状況に応じて工事用車両の台
数を調整

・運行ルートの規制速度を遵守

騒音工事用車両
の運行

振動

表3-5 環境保全措置及び評価の結果（大気環境）







SS（mg/L） 217.0 1.6 5.6 8 210.7 1.5 5.5 8 -6.2 0.0 -0.1 0
水温（℃） 24.2 0.2 11.4 － 24.2 0.2 11.4 － 0.0 0.0 0.0 －
BOD（mg/L） 4.6 0.6 1.0 6 4.5 0.6 1.0 6 0.0 0.0 0.0 0
砒素（mg/L） 0.011 0.001 0.001 1 0.011 0.001 0.001 1 0.000 0.000 0.0 0

平均値
環境基準

超過

環境基準

超過

項目

①ダム再生事業前 ②ダム再生事業後 差（②再生後－①再生前）

大値 小値 平均値
環境基準

超過
大値 小値 大値 小値 平均値

SS（mg/L） 429.1 0.8 7.1 8 411.7 0.6 6.8 8 -17.4 -0.2 -0.2 0
水温（℃） 25.0 0.9 11.2 － 25.5 1.0 11.3 － 0.5 0.1 0.2 －
BOD（mg/L） 11.2 0.5 1.3 38 11.1 0.5 1.3 39 -0.1 0.0 0.0 1
砒素（mg/L） 0.022 0.001 0.001 1 0.021 0.001 0.001 1 -0.001 0.000 0.0 0

平均値
環境基準

超過

環境基準

超過

項目

①ダム再生事業前 ②ダム再生事業後 差（②再生後－①再生前）

大値 小値 平均値
環境基準

超過
大値 小値 大値 小値 平均値

SS（mg/L） 386.6 0.4 6.1 61 375.9 0.3 5.8 53 -10.6 -0.2 -0.3 -8
水温（℃） 25.6 0.1 11.5 － 26.5 0.1 11.7 － 0.9 0.0 0.2 －
ｸﾛﾛﾌｨﾙa（μg/L） 15.1 2.3 4.6 － 16.1 2.2 4.9 － 1.0 -0.1 0.2 －
COD（mg/L） 25.8 1.1 3.1 141 25.3 1.0 3.1 144 -0.5 -0.1 0.0 3
T-N（mg/L） 1.25 0.73 1.03 － 1.23 0.73 1.03 － -0.01 0.00 0.00 －
T-P（mg/L） 1.260 0.002 0.029 74 1.237 0.002 0.029 71 -0.022 0.000 -0.001 -4
DO（mg/L） 13.9 7.0 10.5 13 13.9 7.1 10.5 11 0.1 0.0 0.0 -2
砒素（mg/L） 0.020 0.001 0.001 1 0.019 0.001 0.001 1 -0.001 0.000 0.000 0

小値 平均値

差（②再生後－①再生前）

平均値
環境基準

超過

環境基準

超過
大値

項目

①ダム再生事業前 ②ダム再生事業後

大値 小値 平均値
環境基準

超過
大値 小値

４．水環境 （3）予測結果（ダム供用後）：代表的な流況の10ヶ年の予測結果
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表4-4 10カ年の水質予測結果 1.四十四田ダム（貯水池）

表4-5 10カ年の水質予測結果 2.ダム下流（四十四田橋）

表4-6 10カ年の水質予測結果 4.紫波橋

「代表的な流況の10ヶ年」の水質予測計算の結果、ダム再生事業前と比べて水の濁り(SS)は
減少し、その他項目の変化も極めて小さい。環境基準の超過日数もダム再生事業前と比べて
ほぼ同じか短くなると予測された。



４．水環境 （4）予測結果（ダム供用後）：整備計画目標規模洪水の予測結果

「整備計画目標規模(40年に1回)の洪水」では、水の濁り(SS)、ＢＯＤ、砒素の最大値はダム再生
事業前と比べてほとんど同じか小さくなると予測された(表4-7,図4-4)。
環境基準を超過する時間はダム再生事業前と比べて同じか短くなると予測された(表4-7,図4-4)。

砒素BOD水の濁り(SS)

区分地点 環境基準注）

超過時間
大値

環境基準
超過時間

大値
環境基準
超過時間

大値

1060.24213139.7924,687① 再生事業前2.ダム下流
（四十四田

橋）
1060.24213039.7924,687② 再生事業後

00.000-10.000差 ②－①

1070.1179321.0922,262① 再生事業前

3.南大橋 1070.1119322.2922,145② 再生事業後

0-0.00601.20-116差 ②－①

1010.1108719.0872,132① 再生事業前

4.紫波橋 1010.0868717.9871,661② 再生事業後

0-0.0240-1.10-471差 ②－①

表4-7 整備計画目標規模洪水時の水質予測結果（単位：mg/L）
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注）環境基準（検液1Lにつき砒素0.01㎎以下）
・一生涯（70年）1日2Lの水を飲用しても人体に影響を起こさない量

3.南大橋

4.紫波橋

2.ダム下流
(四十四田橋)

(参考)流量

0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0

（時間）

図4-4 整備計画目標規模洪水時の水質予測結果
水の濁り(SS)の変化



４．水環境 （5）環境保全措置、評価の結果
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【環境保全措置】
•工事中に貯水地の濁りが増加することから、沈砂池を設置し、影響を低減する(図4-5)。
•環境保全措置の実施により、環境基準の超過日数や、水の濁り(SS)が高くなる日数は、ダム
再生事業前と比べてほとんど変わらなくなると予測された(表4-9)。

【評価の結果】これらから、水質に係る環境影響が事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避
又は低減されていると判断する。また、基準との整合は概ね図られている。

評価の結果
環境保全措置

と併せて
実施する対応

環境保全措置環境影響

水質については、工事の実施に
おける土砂による水の濁りに対し、
沈砂池を設置することにより、影
響を低減することとした。また、環
境への配慮として、沈砂池からの
放流水の濁りの状況について監
視を実施することとした。

これにより、水質に係る環境影
響が事業者により実行可能な範
囲内でできる限り回避又は低減さ
れていると判断する。

また、基準との整合は概ね図ら
れている。

・沈砂池からの
放流水の濁り
の状況につい
て監視を行う。

・沈砂池の設置
建設発生土処理場
岩姫橋の工事
北上川横断サイフォン
の工事の施工箇所

ダム再生事業前
と比較して貯水
池の濁りが増加
する

・土砂による水の
濁り

工事中

・実施しない
ダム再生事業前
後でほとんど変
化しない

・水素イオン度
・砒素

・実施しない
ダム再生事業前
後でほとんど変
化しない

・土砂による水の
濁り

・水温
・富栄養化
・溶存酸素量
・砒素

ダム供用後

表4-8 環境保全措置及び評価の結果（水質）



































７．生態系 （8）予測結果（典型性・陸域）
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【直接改変】
 本事業により、直接改変の範囲が、生物群集

の生息・生育環境として適さなくなると考え
られる。

 しかし、改変される面積は小さく、大部分が
広くまとまりをもって残存することから、地
域の生態系は維持されると予測された(表7-9,
図7-7)。

図7-7 典型性（陸域）と事業計画
の重ね合わせ結果

表7-9 陸域の各環境類型区分の改変の程度

改変率
直接改変

区域
予測対象

面積
環境類型区分

1.4%50ha3,667ha落葉広葉樹林

アカマツ群落、
スギ植林、カラ
マツ植林をパッ
チ状に含む落葉
広葉樹林

0.5%4ha850haアカマツ群落

1.4%10ha30haスギ植林

0.6%3ha529haカラマツ植林

1.2%67ha5,775ha小計

0.2%4ha2,096ha草地（畑含む）

0.2%2ha1,324ha湿地草本(水田含む)

0.8%73ha9,195 ha総計













７．生態系 （14）環境保全措置、評価の結果（典型性）
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【環境保全措置】生態系（典型性）の各環境類型区分における生息・生育環境の変化は小さく、
地域を特徴づける生態系は維持されると予測されたことから、環境保全措置は実施しない。
ただし、環境への配慮として、残存する生息環境の撹乱に対する配慮等を行う。

【評価の結果】これらから、生態系（典型性）に係る環境影響が事業者により実行可能な範囲内
でできる限り回避又は低減されていると判断する。

評価の結果
環境保全措置と併せて

実施する対応
環境保全措置環境影響

生態系（典型性）につい
ては、典型性の観点から
調査、予測を実施し、その
結果を踏まえ、環境保全措
置の検討を行った。また、
環境への配慮として、森林
伐採に対する配慮、夜間
照明の視覚的配慮及び動
物の生息状況の監視を実
施することとした。

これにより、生態系（典型
性）に係る環境影響が事業
者により実行可能な範囲
内でできる限り回避又は低
減されていると判断する。

・残存する生息環境の撹乱
に対する配慮

・森林伐採に対する配慮
・渡来鳥類への配慮
・外来種に対する配慮
・環境保全に関する教育・周
知等

上記を実施した結果、影響
が懸念される事態が生じた
場合は、必要に応じて調査を
行い、これにより環境影響の
程度が著しいことが明らかに
なった場合には、専門家の
指導、助言を得ながら、適切
な措置を講ずる。

実施しない。

・生息・生育環境の変化
は小さい。

陸域
・直接改変

・生息・生育環境の変化
は小さい。

河川域
・直接改変
・直接改変以外

水質の変化
冠水状況の変化
河床構成材料の
変化
貯水池上流端部
の堆砂

表7-12 環境保全措置及び評価の結果（生態系・典型性）



８．景観 （1）予測手法
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予測は、主要な眺望点・景観資源と事業計画との重ね合わせとフォトモンタージュによる
主要な眺望景観の変化の程度の把握により実施（表8-1）。

予測対象時期予測地域予測手法予測対象

ダム再生後対象事業実施区域及びその周辺主要な眺望点及び景観資源と
事業計画を重ね合わせること
により改変の程度を予測する。

主要な眺望点

景観資源

ダム再生後ダム堤体をはっきり見ることができる地域注）

ダム堤頂長の100倍の範囲
⇒ 560ｍ×100＝56ｋｍ

フォトモンタージュ法により眺
望景観の変化及び影響要因の
視角の程度を予測する。

主要な眺望景観

表8-1 予測項目と予測手法等

景観の環境要素

注）影響要因をはっきり見ることができる限界の距離は、人工構造物に対
して視角0.5°以上、非人工構造物に対しては1.0°以上である。
視角θは対象物の大きさDとそこまでの距離Sによって決まる。（下図）

参考：新体系土木工学59 土木景観計画（篠原修、1982）

視角の定義





• 主要な眺望景観は、変化すると予測された(姫神山、岩手山、四十四田公園、左岸フィルダム下流端)。
⇒【環境保全措置の検討】

環境保全措置予測結果調査地点No.

手前の樹林でダム堤体が視認できない。七時雨山1

ダム堤体、建設発生土処理場予定地がはっきりと視認できない。前森山2

〇建設発生土処理場予定地が視認され眺望景観が変化する。姫神山3

〇ダム堤体、建設発生土処理場予定地が視認され眺望景観が変化する。岩手山4

〇ダム堤体、材料採取地が視認され眺望景観が変化する。四十四田公園5

材料採取地は視認できず、樹木伐採による眺望景観の変化は小さい。ダム天端中央6

〇ダム堤体が視認され眺望景観が変化する。左岸フィルダム下流端7

手前の樹林等でダム堤体や材料採取地が視認できない。マリオス展望室8

手前の建物でダム堤体が視認できない。開運橋9

ダム堤体、建設発生土処理場予定地がはっきりと視認できない。早池峰山10

手前の尾根で事業計画地は視認できない。和賀岳11

ダム堤体、建設発生土処理場予定地がはっきりと視認できない。秋田駒ケ岳12

８．景観 （3）予測結果（主要な眺望景観）

表8-2 主要な眺望景観の予測結果

41







８．景観 （6）環境保全措置、評価の結果
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【環境保全措置】本事業により眺望景観は変化すると予測された(姫神山、岩手山、四十四田
公園、左岸フィルダム下流端)。
眺望景観への影響を低減するため、法面等を緑化する。

【評価の結果】これらから、景観に係る環境影響が事業者により実行可能な範囲内でできる限
り回避又は低減されていると判断する。

評価の結果環境保全措置環境影響

景観については、主要な眺望点
及び景観資源並びに主要な眺望景
観について調査、予測を実施し、そ
の結果を踏まえ、環境保全措置の
検討を行い、影響を低減することと
した。

これにより、景観に係る環境影響
が事業者により実行可能な範囲内
でできる限り回避又は低減されて
いると判断する。

実施しない。
・影響はない。

・主要な
眺望点

・眺望景観

法面等の緑化

・建設発生土処理場予定地の
盛土法面、
材料採取地の跡地、
フィル堤体嵩上げ部の下流面
を緑化する。

姫神山
岩手山
四十四田公園
左岸フィルダム下流端

・眺望景観が変化する
と予測される。

・主要な
眺望景観

表8-3 環境保全措置及び評価の結果（景観）
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7.紫波水辺
プラザ

6.野鳥観察
のみち

5.岩手山眺
望のみち

4.盛岡水辺
プラザ

3.四十四田
公園

(→p.49)

2.松園水辺
公園

(→p.48)

1.柳平水辺
公園

(→p.47)
予測結果の概要予測項目

—————★★
試験湛水時に冠水の影響がある
施工ヤード等の改変の影響は小さい

改変の程度
分布の改
変の程度

工
事
中

—————★★
試験湛水時に冠水の影響がある
施工ヤード等の改変の影響は小さい

利用面積の変化利用性の
変化

———————アクセスルートへの影響は小さいアクセス性の変化

——★—★—★工事箇所近傍で騒音の影響がある騒音による影響

快適性の
変化

———————公園の夜間利用は想定されず、影響
は小さい

照明による影響

———————水質の予測結果から、影響は小さい水質による影響

—————★★出水時に冠水の影響がある改変の程度
分布の改
変の程度

ダ
ム
供
用
後

—————★★出水時に冠水の影響がある利用面積の変化利用性の
変化 ———————アクセスルートへの影響はないアクセス性の変化

——★—★——事業計画地が視認でき影響がある近傍の風景の変化
快適性の
変化

—————★★水位変化の影響がある水位による影響

———————水質の予測結果から、影響は小さい水質による影響

９．人と自然との触れ合いの活動の場 （2）予測結果（概要）

予測の結果、以下について影響があると予測された。
水位変動による冠水の影響（工事中の試験湛水、ダム供用後の出水時）
工事中の騒音の影響
ダム供用後の風景への影響

表9-2 人と自然との触れ合いの活動の場の予測結果の概要

★：影響がある ―：影響なし又は小さい









９．人と自然との触れ合いの活動の場 （6）環境保全措置、評価の結果
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【環境保全措置】
•工事中及びダム供用後の分布の改変、利用性・快適性の変化への影響を低減するため、冠水
後の公園内点検及び補修、柳平水辺公園のトイレの移設を行う。
•工事の実施による快適性の変化への影響を低減するため、低騒音機械・工法を採用する。
•ダム供用後の快適性の変化への影響を低減するため、法面等を緑化する。

【評価の結果】これらから、人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響が事業者により実
行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されていると判断する。

評価の結果
環境保全措置と

併せて
実施する対応

環境保全措置環境影響

人と自然との触れ合いの活動の場
については、利用状況について調査、
予測を実施し、その結果を踏まえ、
環境保全措置の検討を行い、影響
を低減することとした。
また、冠水に関する周知・冠水後の
点検を実施することとした。

これにより、人と自然との触れ合い
の活動の場に係る環境影響が事業
者により実行可能な範囲内でできる
限り回避又は低減されていると判断
する。

・試験湛水期間の
事前周知、立ち入
り禁止措置

・出水時に冠水の
おそれがあること
の周知（看板の設
置等）

・冠水後の公園内点検、必
要に応じた補修

・柳平水辺公園のトイレ移設

【工事中】【ダム供用後】
分布の改変、利用性の変化（利用面
積）、快適性の変化（水位）

・低騒音機械・工法の採用【工事中】 快適性の変化（騒音）

・法面等の緑化【ダム供用後】
快適性の変化（近傍の風景）

・実施しない以下について影響なし、または小さい。
【工事中】 利用性の変化（アクセス性
の変化）、快適性の変化（照明・水質）
【ダム供用後】 利用性の変化（アクセ
ス性）、快適性の変化（水質）

表9-3 環境保全措置及び評価の結果（人と自然との触れ合いの活動の場）





１０．廃棄物等 （2）環境保全措置、評価の結果
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評価の結果環境保全措置環境影響

副産物の種類ごとの発生量及び処分
の状況を予測し、その結果を踏まえ、
環境保全措置の検討を行い、環境影響
を低減することとした。
これにより、廃棄物等に係る環境影響

が事業者により実行可能な範囲ででき
る限り回避又は低減されていると判断
する。

実施しない。対象事業実施区域内で処理する
計画であり、環境への負荷は発
生しない。

建設発生土

コンクリート塊の再生利用
の促進

コンクリート塊が約6,980m3発生
する。

コンクリート塊

アスファルト・コンクリート
塊の再生利用の促進

アスファルト・コンクリート塊が約
2,240m3発生する。

アスファルト・
コンクリート塊

実施しない。対象事業実施区域内で処理する
計画であり、環境への負荷は発
生しない。

脱水ケーキ

伐採木の再生利用の促進
伐採木が約4,360m3発生する。

伐採木

表10-3 環境保全措置及び評価の結果（廃棄物等）

【環境保全措置】事業の実施によりコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、伐採木
が発生すると予測されたことから、環境への負荷を低減するため、再利用を促進する。

【評価の結果】これらから、廃棄物等に係る環境影響が事業者により実行可能な範囲内ででき
る限り回避又は低減されていると判断する。






